
長野県国民健康保険団体連合会

（市・19） 記号 番号 (木曽郡・6） 記号 番号

長 野 市 ０ ０ １ ４ ○ ○ 長 ６桁 木 曽 町 ０ ５ ３ ５ ○ きそ ６桁

松 本 市 ０ ０ ２ ２ ○ ○ 松国 ７桁 上 松 町 ０ ５ ４ ３ ○ ○ 上松３桁 ４桁

上 田 市 ０ ０ ３ ０ ○ ○ ３桁 ３桁－１桁 南 木 曽 町 ０ ５ ５ ０ ○ ○ なぎそ ５桁

岡 谷 市 ０ ０ ４ ８ 岡 ６桁 木 祖 村 ０ ５ ７ ６ ○ ○ 木祖 ４桁

飯 田 市 ０ ０ ５ ５ ○ ○ いいだ ２桁－４桁 王 滝 村 ０ ６ １ ８ ○ ○ 王滝 ４桁

諏 訪 市 ０ ０ ６ ３ 諏 ２桁－４桁 大 桑 村 ０ ６ ２ ６ ○ ○ ２桁 ４桁

須 坂 市 ０ ０ ７ １ 須 ６桁 (東筑摩郡・5） 記号 番号

小 諸 市 ０ ０ ８ ９ 小諸 ５桁 筑 北 村 ０ ６ ８ ３ 筑北 ５桁

伊 那 市 ０ ０ ９ ７ ○ ０１ ７桁 麻 績 村 ０ ６ ９ １ 麻績 ４桁

駒 ケ 根 市 ０ １ ０ ５ ０２ ７桁 生 坂 村 ０ ７ １ ７ 生坂 ６桁

中 野 市 ０ １ １ ３ 中野 １～７桁 山 形 村 ０ ７ ３ ３ ○ ○ 山形 ４桁

大 町 市 ０ １ ２ １ １２ １～７桁 朝 日 村 ０ ７ ４ １ 朝日 ４桁

飯 山 市 ０ １ ３ ９ ○(世） いいやま ６桁 （北安曇郡・4） 記号 番号

茅 野 市 ０ １ ４ ７ 茅 １～５桁 池 田 町 ０ ８ ２ ４  池田 ６桁

塩 尻 市 ０ １ ５ ４ ７桁 松 川 村 ０ ８ ３ ２ 松川 ６桁

千 曲 市 ０ １ ６ ２ ○ 千曲 １～７桁 白 馬 村 ０ ８ ６ ５ ○ 白馬 ５桁

佐 久 市 ０ １ ７ ０ ○ ○ ３桁 ３桁 小 谷 村 ０ ８ ７ ３ ○ ○ 小谷 １～４桁

東 御 市 ０ ３ ４ ５ ○ ○ とうみ ７桁 （下伊那郡・13） 記号 番号

安 曇 野 市 ０ ７ ６ ６ ○ 安曇野 ６桁 松 川 町 ０ ８ ９ ９ ○ ○ 松川 ６桁

(南佐久郡・6） 記号 番号 高 森 町 ０ ９ ０ ７ 高森 ６桁

佐 久 穂 町 ０ １ ９ ６ さくほ ５桁 阿 南 町 ０ ９ １ ５ ３桁 ４桁

小 海 町 ０ ２ ０ ４ 小海 ２～５桁 阿 智 村 ０ ９ ４ ９ ２桁 ４桁

川 上 村 ０ ２ １ ２ ２桁 ４桁又は６桁 平 谷 村 ０ ９ ６ ４ ○ ○ ひらや０９６ ４桁

南 牧 村 ０ ２ ２ ０ １桁 ４～５桁 根 羽 村 ０ ９ ７ ２ ０９７ ５桁

南 相 木 村 ０ ２ ３ ８ 南相 ４桁 下 條 村 ０ ９ ８ ０ ４桁 ４桁

北 相 木 村 ０ ２ ４ ６ ２桁 ４桁 売 木 村 ０ ９ ９ ８ ２桁 ４桁

(北佐久郡・3） 記号 番号 天 龍 村 １ ０ ０ ４ 天龍１００ ４桁

軽 井 沢 町 ０ ２ ６ １ 軽 ７桁 泰 阜 村 １ ０ １ ２ １０１ ５桁

御 代 田 町 ０ ２ ８ ７ みよた ５桁 喬 木 村 １ ０ ２ ０ ○ ○ 喬木 ４桁

立 科 町 ０ ２ ９ ５ ４桁 ４桁 豊 丘 村 １ ０ ３ ８ とよおか ６桁

(小県郡・2） 記号 番号 大 鹿 村 １ ０ ４ ６ ２桁 ４桁

長 和 町 ０ ３ ３ ７ ○ ○ ３桁 ５桁 （上高井郡・2） 記号 番号

青 木 村 ０ ３ ９ ４ ○ ○ 青木 １～４桁 小 布 施 町 １ ０ ９ ５ ○ おぶせ １～５桁

（埴科郡・1） 記号 番号 高 山 村 １ １ １ １ ○ たかやま ４桁

坂 城 町 ０ ４ ０ ２ さかき ５桁 （下高井郡・3） 記号 番号

（諏訪郡・3） 記号 番号 山 ノ 内 町 １ １ ２ ９ ○ ○ 山内 １～６桁

下 諏 訪 町 ０ ４ ２ ８ しもすわ ２桁－３桁 木 島 平 村 １ １ ３ ７ ○ 木島平 ４桁

富 士 見 町 ０ ４ ３ ６ ０４３ ５桁 野 沢 温 泉 村 １ １ ４ ５ ○ ○ N １～４桁

原 村 ０ ４ ４ ４ 原 ５桁 （上水内郡・3） 記号 番号

（上伊那郡・6） 記号 番号 信 濃 町 １ １ ７ ８ ○ ○ 信濃 ４～５桁

辰 野 町 ０ ４ ６ ９ ０４ ７桁 飯 綱 町 １ １ ８ ６ 飯綱 ５桁

箕 輪 町 ０ ４ ７ ７ ０５ ７桁 小 川 村 １ ２ ２ ８ 小川 ４桁

飯 島 町 ０ ４ ８ ５ ０６ ７桁 （下水内郡・1） 記号 番号

南 箕 輪 村 ０ ４ ９ ３ ○ ○ ０７ ７桁 栄 村 １ ２ ５ １ ○ さかえ ６桁

中 川 村 ０ ５ ０ １ ０８ ７桁 （組合・2） 記号 番号

宮 田 村 ０ ５ ２ ７ ○ １０ ７桁 医 師 国 保 ３ ０ １ ８ ２桁 ３桁又は３桁－３桁

建 設 国 保 ３ ０ ３ ４ 建２桁 ４桁

※ ○印の保険者については対象疾病にかかる患者負担を支払う事を要しません。

　　なお、国民健康保険被保険者の給付であり、後期高齢者の給付内容ではありませんので、ご注意願います。

※ 飯山市結核37条の2"○(世)"については"世帯主"のみ給付対象としています。

コード番号保険者名
被保険者証記号・番号

設定パターン
結核

37条の2

（令和6年4月1日現在）

コード番号
結核

37条の2
精神
通院

精神
通院

被保険者証記号・番号
設定パターン

 長　野　県　国　民　健　康　保　険　給　付　内　容　一　覧　表

保険者名



患者負担割合　（法定給付分等） ■70歳未満の自己負担限度額（2015年1月1日から）
多数該当

　

■70歳以上75歳未満の自己負担限度額（2017年8月1日～2018年7月31日まで） ■70歳以上75歳未満の自己負担限度額（2018年8月1日から）

・75歳に到達する月(1日生まれの人は除く)については、国保及び後期高齢者医療制度で一部負担金の自己負担限度額がそれぞれ1/2になります。

※③　一般区分については、年間（8月～翌7月）の合計額144,000円が上限となります。

養育医療

新感染症

　更生医療

　育成医療

療　育

　認定疾病

　一般疾病

　措置入院

　入院措置
  ※ 地方単独給付事業について詳細な事業別の公費負担者番号は、下記のとおりです。             

　　　 　　 　　抗ウィルス療法　　　　80203805、80208010

　 　　抗ウィルス療法以外　81208118、81208019

   81208217

　　乳幼児等　　　　　8320****

　　ひとり親家庭等　 8520****

　　障がい者　         8720****

　　　　精神通院医療

　　　　療養介護医療

17

住民税非課税

心 神 喪 失 等

施 設 入 所

15

16

21

24

252,600円+（医療費-842,000円）×1%

年間所得
156万～約370万円 エ

国 保 一 般 被 保 険 者

退 職 被 保 険 者

所得区分多数該当

⇒

課税所得
145万円以上

患者負担割合と自己負担限度額

３割 ※②

２割

２割 ※①

（６歳に達する日以後の最初の３月３１日まで）

未 就 学 者

高 齢 受 給 者

３割

３割

入院 外来

自己負担限度額（月額） 自己負担限度額（月額）

自己負担限度額（月額）

57,600円

多数該当
入院 外来

所得要件

所得要件 所得区分

年間所得　901万円超 ア  252,600円+（医療費-842,000円）×1% 140,100円

44,400円

年間所得
600万円超～901万円以下 イ  167,400円+（医療費-558,000円）×1% 93,000円

年間所得
210万円超～600万円以下 ウ  80,100円+（医療費-267,000円）×1% 44,400円

所得要件 所得区分

オ 35,400円 24,600円

・多数該当とは、高額療養費を申請される以前の直近12か月に高額療養費の支給をうけた月が
  3か月以上ある場合は、4か月目から、自己負担限度額が軽減されることをいいます。  　　 ※②　現役並み所得者は、3割負担となります。

※①　2014年4月1日までに70歳になった者は「70歳代前半の被保険者等
に係る一部負担金等の軽減特例措置」により、1割負担となります。2014年
4月2日以降に70歳になった者は、2割負担となります。

年間所得　210万円以下 エ

44,400円
80,100円+（医療費-267,000円）

×1%

難 病

小 児 慢 性

特 定 疾 病

肝 炎 治 療 特 別 促 進 事 業

母 子 健 康 法

38

51

52

53

54

法　別  番　号

23

28

29

現役並み
所得者

80,100円+（医療費-
267,000円）×1%

57,600円 44,400円

年間所得
1,160万円超 ア

年間所得
370万～約770万円 ウ

140,100円

年間所得
770万～約1,160万円 イ  167,400円+（医療費-558,000円）×1% 93,000円

課税所得
145万円未満

一般 57,600円 14,000円
※③

44,400円 57,600円 18,000円
※③

44,400円

住民税非課税 低所得者Ⅱ 24,600円
8,000円

住民税非課税 低所得者Ⅱ 24,600円
8,000円

住民税非課税 低所得者Ⅰ 15,000円 住民税非課税 低所得者Ⅰ 15,000円

・多数該当とは、高額療養費を申請される以前の直近12か月に高額療養費の支給をうけた月が3か月以上ある場合は、4か月目から、自己負担限度額が軽減されることをいいます。

医　　療　　種　　別 法　別  番　号 医　　療　　種　　別

37条の2

37条
　　（結核の入院患者）

10

感 染 症 予 防
　　一類感染症等

11
30

原 子 爆 弾 被 爆 者
18 Ｂ 型 肝 炎 62

19 石 綿 （ ア ス ベ ス ト ） 66

20 児 童 福 祉 法 　　　　障害児施設 79

22 地 方 単 独 事 業 80、81、83、85、87※

特定疾病 原則適用者

福祉医療費

      地方単独給付事業

感 染 予 防

　ウィルス肝炎

麻 薬 取 締

児 童 福 祉 法

障 害 者 総 合 支 援 法

精 神 保 健


